


毎朝、現場への
送り出し時に検
温、血圧、健康
状態をチェック

㈱佐々木美建
〔左官業 北野町 20 名〕

ヘルシー弁当と
毎朝のラジオ体
操で従業員さん
の健康を維持！

㈲杉山電機
〔自動制御装置・設計・製造業 鴨田町 5 名〕

取り組み例

まだまだあります。
取り組み公開中！

本所
サービス

会員限定 健康診断を実施しています。
さらに「あおい共済」ご加入の方には、
キャッシュバックもあります。

　人事・労務の仕事は、多岐に渡ります。今回は、はじめて担当される方や、引き継ぎ
の際に便利な年間スケジュールを作成しました。
　さらに、業務の中で押さえておきたいポイントを社会保険労務士の監修で紹介してい
ますので、経験豊富な方も今一度ぜひ、ご覧ください！
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話題の「健康経営」で業績アップ！

自社にも取り入れたい
けど何をすれば？

聞いたことはあるけど、
よくわからない…

こんな方には、岡崎商工会議所が全力で
お手伝いします！ 

お問合せ：会員事業部　☎ 53-6164

従業員の健康づくりを積極的にサポートし、職場の活性化や定着率 UP、
業績向上を目指す「健康経営」に取り組む企業が増えています。

※健康経営は NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。

労働関係の悩み事、雇用関係の助成金、
就業規則の作成・変更など無料でご相談
を承ります。
毎月第３水曜日　相談時間最大１時間

開催日：９/15（水）午後１時〜５時
担　当：社会保険労務士　三浦 太介 氏

利用者の声
アルバイトから正社員への転換や雇用保険に
ついて、専門家に詳しく話が聞けました。
相談予約もスムーズにとれて助かりました！

morineko coffee　代表　神谷 輔 氏

随時：社会保険報酬月額変更届（給与額が変わったら） ／ 賞与支払届（賞与を支給したら） 
★印は、対象者、対象期間、実施時期等により、事業所ごとに取組時期が異なります。

毎年 4 月から新入社員研修を開催。
会報 1 月号で詳細を紹介予定です。

労働保険＝労災保険＋雇用保険
労災保険は、従業員を一人でも雇っ
たら、加入が必須です。
雇用保険は、週 20 時間以上働く従
業員がいる場合に加入が必須です。

採用・人材育成なら　『就職情報室 ＯＫナビ』　詳細は次のページへ

最低賃金引上げ
10 月１日から愛知県の最低賃金は、

955 円 に改定されます。

月給等は、時間額に換算が必要です。
精皆勤・通勤・家族手当など、一部
除外される賃金があることに要注意！

時間外労働・休日労働の可能性がある企業は
提出が必要です。特に、働き方改革による

『時間外労働の上限規制』※を守れるような取
り組みをしていきましょう。

← 2021 年　　 2022 年→

特集

年次有給休暇取得の義務化
全ての事業者において、年
10 日以上の年次有給休暇が
付与される従業員に対して年
5 日取得させなければなりま
せん。

同一労働・同一賃金
同じ職場で職務内容が同じで
あれば、正規・非正規を問わ
ず同額の賃金を支払う必要が
あります。待遇差の内容と理
由を求められた場合に説明義
務があります。

メンタルヘルス対策
心身の不調は、生産性や安全
性の低下に繋がります。従業
員の心身の健康を守るのは

「安全配慮義務」の一環とし
て必要です。
また、従業員 50 人以上の会
社は、ストレスチェック実施
が義務づけられています。パワーハラスメント対策

2022 年 4 月から「事業主
の方針等の明確化」「相談窓
口設置」「迅速かつ適切な対
応」などが、中小企業にも義
務化されます。

高齢者雇用  2021 年 4 月〜施行

「65 〜 70 歳までの就業機
会確保」が努力義務とされ、
定年引上げや再雇用制度等の
取り組みが求められていま
す。

例えば・・・

本所専門指導員
社会保険労務士
　三浦 太介 氏

次年度認定申請期限10月下旬（調整中）
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ここがポイント

押さえておきたい労務のツボ
実務の悩みは「労務相談」をご利用ください！

※年 720 時間、単月 100 時間未満、
　２～６月平均で 80 時間以下、特別条項 年６回まで

ご予約は☎ 53-6165
〈他の専門家相談は 10 ページ〉

監修
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